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第 86 回定時株主総会 

ウェブサイト掲載事項 

 

 

 

平成 22 年度 

①連結計算書類の連結注記表 

②計算書類の個別注記表 

 

 

 

 

   
 

法令及び当社定款第 16 条に基づき、当社ウェブサイト
（http://www.mhi.co.jp/finance/stock/meeting/index.html） 
に掲載することにより、株主の皆様に提供しているものであります。  

 

平成 22年４月１日から 
平成 23年３月 31日まで 
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連 結 注 記 表 

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

1. 連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数  234 社 

主要な連結子会社は、「事業報告」の「企業集団の現況に関する事項 10.重要な子会社
の状況」に記載のとおり。 
当連結会計年度から、新規設立により９社を、株式の取得により２社を連結の範囲に含
め、連結決算の開示内容の充実の観点より２社を持分法非適用の非連結子会社から連結
子会社に変更している。また、合併による解散に伴い６社を、清算により５社を、株式
譲渡により４社を、出資持分の売却により１社を連結の範囲から除外している。 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

菱陽エンジニアリング株式会社ほか計 11 社 
（連結の範囲から除いた理由） 
非連結子会社は、それら全体の資産、売上高及び利益の規模等からみて、連結計算書類
に重要な影響を及ぼさないので連結の範囲から除外している。 

2. 持分法の適用に関する事項 

(1)持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の名称等 

 持分法を適用した非連結子会社 
菱陽エンジニアリング株式会社ほか計３社 

持分法を適用した関連会社 
三菱自動車工業株式会社ほか計 35 社 

当連結会計年度から、新規設立により１社を、株式取得により１社を持分法適用関連会
社としている。また、第三者割当増資に伴う持分減少により１社を持分法適用関連会社
から除外している。 

(2)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等 

持分法を適用しない非連結子会社 
株式会社ダイヤキコウほか計８社 

持分法を適用しない関連会社 
株式会社アサテックほか計 38 社 

（持分法を適用しない理由） 
持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社は、持分法の適用による投資勘定の増減
額が連結計算書類に及ぼす影響が僅少であるので持分法を適用していない。 

3.資産の評価基準及び評価方法 

(1)有価証券 

その他有価証券 
時価のあるもの･･･決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 

時価のないもの･･･移動平均法による原価法 
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(2)たな卸資産 
商品及び製品･･･････主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法) 

仕掛品･････････････主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法) 

原材料及び貯蔵品･･･主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法) 

4. 固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産(リース資産を除く) 
建物(建物附属設備を除く)は主として定額法、建物以外は主として定率法 

(2)リース資産 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年
３月 31 日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっている。 

5. 引当金の計上基準 
(1)貸倒引当金 
金銭債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については主として貸倒実績率によ
り計上し、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見
込額を計上している。 

(2)製品保証引当金 
工事引渡後の製品保証費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎に将来の製品保証費
用を見積り、計上している。 

(3)受注工事損失引当金 
受注工事の損失に備えるため、未引渡工事のうち当連結会計年度末で損失が確実視さ
れ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、翌連結会計年度以降
に発生が見込まれる損失を引当計上している。 
なお、受注工事損失引当金の計上対象案件のうち、当連結会計年度末の仕掛品残高が当
連結会計年度末の未引渡工事の契約残高を既に上回っている工事については、その上回
った金額は仕掛品の評価損として計上しており、受注工事損失引当金には含めていな
い。 

(4)係争関連損失引当金 
係争案件の損害賠償等の支出に備えるため、損害賠償等の見積額を計上している。 

(5)退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産
(退職給付信託を含む)の見込額に基づき計上している。 
過去勤務債務は、一括費用処理又はその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数による定額法により費用処理することとしている。 
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費
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用処理することとしている。 

 

(6)PCB 廃棄物処理費用引当金 
PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処理費用の支出に備えるため、処理費用及び収集運
搬費用の見積額を計上している。 

6. 収益及び費用の計上基準 
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工
事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を適用し、その他の工事については、工
事完成基準を適用している。 

7. その他連結計算書類の作成のための重要な事項 
消費税等の会計処理方法  
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 

8. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 
連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用している。 

9. その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項の変更 
(1)資産除去債務に関する会計基準の適用 
当連結会計年度から、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号(平成
20 年３月 31 日企業会計基準委員会))及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第 21 号(平成 20 年３月 31 日企業会計基準委員会))を適用して
いる。 
これに伴い、当連結会計年度の営業利益及び経常利益は 505 百万円、税金等調整前当期
純利益は 2,517 百万円減少している。 
また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 3,400 百万円である。 

(2)表示方法の変更 
「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令」（平成 21 年 3 月 27 日法務
省令第 7 号）の適用により、当連結会計年度では、「少数株主損益調整前当期純利益」
の科目で表示している。 
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連結貸借対照表に関する注記 

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務 
(1)担保に供している資産 
有形固定資産                14,925 百万円 
受取手形及び売掛金              1,263 百万円 
その他                      386 百万円 
計                     16,574 百万円 

(2)担保に係る債務 
短期借入金                     10,276 百万円 
長期借入金                      7,123 百万円 

 計                           17,400 百万円 

2. 減価償却累計額 
 有形固定資産の減価償却累計額  1,720,375 百万円 

3. 保証債務及び手形遡求債務 
(1)保証債務 
連結会社以外の会社の金融機関からの借入金等に対する保証債務 

社員（住宅資金等借入）       38,939 百万円 
その他               33,603 百万円 
計                  72,543 百万円 

(2)手形遡求債務 
受取手形割引高               324 百万円 
受取手形裏書譲渡高             248 百万円  

 

 

連結損益計算書に関する注記 

1. 事業構造改善費用 
事業構造改善費用の主な内容は、事業再編関連費用である。 
 

2. 災害による損失 
 災害による損失の主な内容は、東日本大震災に係る災害復旧費用である。 
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連結株主資本等変動計算書に関する注記 

1. 発行済株式の種類及び数 
普通株式         3,373,647,813 株 

2. 配当に関する事項 
(1)配当金支払額 

  

決議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり 
配当額 

基準日 効力発生日 

平成 22 年６月 24 日 

定時株主総会 
普通株式 6,712 百万円 2 円 平成 22 年３月 31 日 平成 22 年６月 25 日 

平成 22 年 10 月 29 日 

取締役会 
普通株式 6,712 百万円 2 円 平成 22 年９月 30 日 平成 22 年 12 月３日 

  

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 
株式の 
種類 

配当金の総額 配当の原資 
１株当たり 
配当額 

基準日 効力発生日 

平成23年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 6,710 百万円 利益剰余金 2 円 平成 23年３月 31日 平成 23年６月 24日 

（注）平成 23 年６月 23 日開催の定時株主総会において、上記のとおり決議を予定している。 

3. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 
普通株式              4,182,000 株 

 

金融商品に関する注記 

1. 金融商品の状況に関する事項 
当社グループは、運転資金、設備資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した
資金を投入し、不足分について必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達している。
また、資金運用については、短期的な預金等に限定している。 

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引先ごとの期日管理及び残高管理を定
期的に行いリスク低減を図っている。また、外貨建営業債権に係る為替の変動リスクに対
しては、必要に応じて先物為替予約等を利用してヘッジしている。 

有価証券及び投資有価証券は主に株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握
している。 

短期借入金は運転資金、長期借入金及び社債は運転資金及び設備資金に係る資金調達であ
り、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の
固定化を実施している。 

なお、デリバティブ取引は内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしている。 

2. 金融商品の時価等に関する事項 
平成 23 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に
は含めていない。((注２)参照） 
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（単位：百万円） 

 
連結貸借対照表 
計上額 (*) 

時価 (*) 差額 

(1) 現金及び預金 301,047 301,047 ─ 
(2) 受取手形及び売掛金 852,645 852,645 ─ 
(3) 有価証券及び投資有価証券 168,795 240,080 71,284 
(4) 支払手形及び買掛金 (619,107) (619,107) ─ 
(5) 短期借入金 (85,488) (85,488) ─ 
(6) 社債 (344,074) (352,480) (8,405) 
(7) 長期借入金 (896,104) (919,911) (23,806) 
(8) デリバティブ取引 (*)    
・ヘッジ会計が適用されていないもの (378) (378) ─ 
・ヘッジ会計が適用されているもの (1,242) (1,242) ─ 
(*) 負債に計上されているものについては、( )で示している。また、デリバティブ取引によって生じた正味

の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示している。 
 
(注１) 金融商品の時価の算定方法 
(1) 現金及び預金 

預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。 
(2) 受取手形及び売掛金 

これらはその大部分が短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいとみなして、当該帳簿価額
によっている。 

(3) 有価証券及び投資有価証券 
これらの時価については、市場価格によっている。 

(4) 支払手形及び買掛金、(5) 短期借入金 
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。 

(6) 社債 
社債の時価については、市場価格のあるものは市場価格に基づき、市場価格のないものは、元利金の合計
額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定している。 

(7) 長期借入金 
長期借入金の時価については、元利金の合計額(*)を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割
り引いて算定する方法によっている。 
(*) 金利スワップの特例処理の対象とされた長期借入金（下記(8)参照）については、その金利スワップ

のレートによる元利金の合計額 
(8) デリバティブ取引 

為替予約取引の時価については、先物為替相場によっている。なお、ヘッジ会計が適用されているものの
うち為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている受取手形及び売掛金、並びに支払手形及
び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形及び売掛金、並びに支払手形及び
買掛金の時価に含めて記載している。（上記(2)(4)参照） 
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。（上記(7)参照） 
 

(注２) 非上場株式（連結貸借対照表計上額 152,498 百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー
を見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 有価証券及び投
資有価証券」には含めていない。 

１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額     376 円 17 銭 
１株当たり当期純利益       8 円 97 銭 

 



 8

個 別 注 記 表 

重要な会計方針 

1. 資産の評価基準及び評価方法 
(1)有価証券 
関係会社株式(子会社株式及び関連会社株式)･･･移動平均法による原価法 
その他有価証券 
時価のあるもの･･････決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 
時価のないもの･･････移動平均法による原価法 

(2)たな卸資産 
商品及び製品･･････････移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法)  

仕掛品････････････････個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法) 

原材料及び貯蔵品･･････移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法)、ただし一部新造船建造用の規格鋼材
については個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の
低下に基づく簿価切下げの方法)、また一部の事業本部分につ
いては総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法) 

2. 固定資産の減価償却の方法 
(1)有形固定資産(リース資産を除く) 
建物(建物附属設備を除く)は定額法、建物以外は定率法 

(2)リース資産 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年
３月 31 日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっている。 

3. 引当金の計上基準 
(1)貸倒引当金 
金銭債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上
し、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を
計上している。 

(2)製品保証引当金 
工事引渡後の製品保証費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎に将来の製品保証費
用を見積り、計上している。 
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(3)受注工事損失引当金 
受注工事の損失に備えるため、未引渡工事のうち当事業年度末で損失が確実視され、か
つ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、翌事業年度以降に発生が見
込まれる損失を引当計上している。 
なお、受注工事損失引当金の計上対象案件のうち、当事業年度末の仕掛品残高が当事業
年度末の未引渡工事の契約残高を既に上回っている工事については、その上回った金額
は仕掛品の評価損として計上しており、受注工事損失引当金には含めていない。 

(4)係争関連損失引当金 
係争案件の損害賠償等の支出に備えるため、損害賠償等の見積額を計上している。 

(5)退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産(退
職給付信託を含む)の見込額に基づき計上している。 
過去勤務債務は一括費用処理することとしており、数理計算上の差異は、各事業年度の
発生時における従業員の平均残存勤務年数による定額法により按分した額を、それぞれ
発生の翌事業年度から費用処理することとしている。 

 (6)PCB 廃棄物処理費用引当金 
PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処理費用の支出に備えるため、処理費用及び収集運
搬費用の見積額を計上している。 

4. 収益及び費用の計上基準 
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進
行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を
適用している。 

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 
消費税等の会計処理方法 
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 

6. 重要な会計方針の変更 
資産除去債務に関する会計基準の適用 
当事業年度から、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号(平成 20
年３月 31 日企業会計基準委員会))及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第 21号(平成 20年３月 31日企業会計基準委員会))を適用している。 
これに伴い、当事業年度の営業利益及び経常利益は 264 百万円、税引前当期純利益は
1,845 百万円減少している。 
また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 2,711 百万円である。 
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貸借対照表に関する注記 

1. 減価償却累計額 
 有形固定資産の減価償却累計額 1,472,771 百万円 

2. 保証債務 
金融機関借入金等に対する保証債務 
社員（住宅資金等借入） 38,009 百万円 
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. 10,916 百万円 
その他 48,016 百万円 
計 96,943 百万円 

3. 関係会社に対する金銭債権債務 
短期金銭債権      214,326 百万円 
長期金銭債権       35,036 百万円 
短期金銭債務      149,535 百万円 
長期金銭債務       19,891 百万円 

損益計算書に関する注記 

1. 関係会社との取引高 
売上高      376,517 百万円 
仕入高      353,380 百万円 
営業取引以外の取引高      12,255 百万円 

2. 事業構造改善費用 
事業構造改善費用の主な内容は、事業再編関連費用である。 

3. 災害による損失 
災害による損失の主な内容は、東日本大震災に係る災害復旧費用である。 

株主資本等変動計算書に関する注記 

自己株式の種類及び数 
普通株式    18,485,372 株 

税効果会計に関する注記 

繰延税金資産の発生の主な原因は退職給付引当金であり、繰延税金負債の発生の主な原因は
退職給付信託設定益である。 
 

１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額     335 円 85 銭 
１株当たり当期純利益       3 円 17 銭 
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